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１ 神奈川県県税条例の一部を改正する条例関連の新旧対照表 

 

神奈川県県税条例（昭和45年神奈川県条例第26号）新旧対照表  

改    正 現    行 
第１条～第22条の２ （略） 第１条～第22条の２ （略） 

（住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準

の特例の適用の申告） 

（住宅の取得に対する不動産取得税の課税標準

の特例の適用の申告） 

第22条の３ （略） 第22条の３ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 第25条第１項本文に規定する申告書又は報

告書を提出する者で法第73条の14第１項又は

第３項の規定の適用を受けようとするものは、

当該住宅の取得につきこれらの規定の適用が

あるべき旨及び第１項各号に掲げる事項を当

該申告書又は報告書に記載してこれを提出す

ることにより、法第73条の14第４項の規定によ

る申告に代えることができる。この場合におい

て、法第73条の14第３項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該申告書又は報告書に前項に

規定する書類を添えなければならない。 

 ３ 第25条第１項  に規定する申告書又は報

告書を提出する者で法第73条の14第１項又は

第３項の規定の適用を受けようとするものは、

当該住宅の取得につきこれらの規定の適用が

あるべき旨及び第１項各号に掲げる事項を当

該申告書又は報告書に記載してこれを提出す

ることにより、法第73条の14第４項の規定によ

る申告に代えることができる。この場合におい

て、法第73条の14第３項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該申告書又は報告書に前項に

規定する書類を添えなければならない。 

第22条の４～第24条 （略） 第22条の４～第24条 （略） 

（不動産取得税の賦課徴収に関する申告書等の

提出義務） 

（不動産取得税の賦課徴収に関する申告書等の

提出義務） 

第25条 不動産を取得した者は、当該不動産を取

得した日から10日以内に次に掲げる事項を記

載した申告書又は報告書を当該不動産の所在

地を所管する市町村長を経由して知事に提出

しなければならない。ただし、当該不動産の取

得について、当該期間内に不動産登記法（平成

16年法律第123号）第18条の規定により表示に

関する登記又は所有権の登記の申請をした場

合（同法第25条の規定により当該申請が却下さ

れた場合を除く。）は、この限りでない。 

第25条 不動産を取得した者は、当該不動産を取

得した日から10日以内に次に掲げる事項を記

載した申告書又は報告書を当該不動産の所在

地を所管する市町村長を経由して知事に提出

しなければならない。             

                      

                      

                      

                      

                    

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

２ 法第73条の４から第73条の７までに規定す

る不動産の取得（次に掲げるものを除く。）を

した者は、前項ただし書の規定にかかわらず、

当該不動産の取得をした日から10日以内に同

項本文に規定する申告書又は報告書を知事に

提出しなければならない。 

（追加） 

 (1) 法第73条の７第１号に規定する相続（包括

遺贈及び被相続人から相続人に対してなさ

れた遺贈を除く。）による不動産の取得 

 

(2) 法第73条の７第２号に規定する法人の合

併による不動産の取得 
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改    正 現    行 
３ 前項に定めるもののほか、知事は、不動産取

得税の賦課徴収について必要があると認める

場合は、第１項ただし書の規定にかかわらず、

不動産を取得した者に、同項本文に規定する申

告書又は報告書を提出させることができる。 

（追加） 

４                   法第73条の２第４項か

ら第６項までの規定により不動産取得税を課

される家屋を取得した者は、当該家屋を取得し

た日から10日以内に規則で定める明細書を知

事に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において、法第73条の２第４項か

ら第６項までの規定により不動産取得税を課

される家屋を取得した者は、                

                  規則で定める明細書を添

えなければ    ならない。 

５ （略） ３ （略） 

（固定資産課税台帳に登録された不動産の価格

等の通知） 

（固定資産課税台帳に登録された不動産の価格

等の通知） 

第26条 市町村長は、法第73条の18第４項の規定

により送付し、又は通知する場合は、当該不動

産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定

資産課税台帳登録後における当該不動産につ

いて増築、改築、損壊、地目の変換その他特別

の事情による変化及び当該不動産の価格の決

定について参考となるべき事項を併せて 知

事に通知するものとする。 

第26条 市町村長は、法第73条の18第３項の規定

により送付し、又は通知する場合は、当該不動

産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定

資産課税台帳登録後における当該不動産につ

いて増築、改築、損壊、地目の変換その他特別

の事情による変化及び当該不動産の価格の決

定について参考となるべき事項をあわせて知

事に通知するものとする。 

（住宅用土地の取得に対する不動産取得税の減

額の適用の申告） 

（住宅用土地の取得に対する不動産取得税の減

額の適用の申告） 

第26条の２ （略） 第26条の２ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第25条第１項本文に規定する申告書又は報

告書を提出する者で法第73条の24第１項から

第３項までのいずれかの規定の適用を受けよ

うとするものは、当該土地の取得につきこれら

の規定の適用があるべき旨及び第１項各号に

掲げる事項を当該申告書又は報告書に記載し

てこれを提出することにより、法第73条の24第

５項の規定による申告に代えることができる。

この場合において、同条第２項又は第３項の規

定の適用を受けようとする者は、当該申告書又

は報告書に次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める書類を添えなければなら

ない。 

４ 第25条第１項  に規定する申告書又は報

告書を提出する者で法第73条の24第１項から

第３項までのいずれかの規定の適用を受けよ

うとするものは、当該土地の取得につきこれら

の規定の適用があるべき旨及び第１項各号に

掲げる事項を当該申告書又は報告書に記載し

てこれを提出することにより、法第73条の24第

５項の規定による申告に代えることができる。

この場合において、同条第２項又は第３項の規

定の適用を受けようとする者は、当該申告書又

は報告書に次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める書類を添えなければなら

ない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

（不動産取得税の徴収猶予の申請） （不動産取得税の徴収猶予の申請） 

第27条 法第73条の25第１項、第73条の27の２第

２項、第73条の27の３第２項、第73条の27の４

第２項（法第73条の27の５第２項及び第73条の

27の７第２項において準用する場合を含む。） 

第27条 法第73条の25第１項、第73条の27の２第

２項、第73条の27の３第２項、第73条の27の４

第２項（法第73条の27の５第２項及び第73条の

27の７第２項において準用する場合を含む。） 
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改    正 現    行 
及び第73条の27の６第２項の規定により徴収

猶予を受けようとする者は、          

                       

規則で定める申請書に当該徴収猶予を受けよ

うとする事由を証明する書類を添えて知事に

提出しなければならない。 

 及び第73条の27の６第２項の規定により徴収

猶予を受けようとする者は、第25条の規定によ

り不動産取得税に係る申告書を提出する際に

規則で定める申請書に当該徴収猶予を受けよ

うとする事由を証明する書類を添えて知事に

提出しなければならない。 

第27条の２～第80条 （略） 第27条の２～第80条 （略） 

第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、10

万円以下の過料に処する。 

第81条 次の各号のいずれかに該当する者は、10

万円以下の過料に処する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 第25条第１項から第３項まで、第60条の２

若しくは第63条又は法第177条の13第１項の

規定による申告書又は報告書を正当な理由

がなくて提出しなかつた者 

(3) 第25条第１項       、第60条の２

若しくは第63条又は法第177条の13第１項の

規定による申告書又は報告書を正当な理由

がなくて提出しなかつた者 

(4) （略） (4) （略） 

   附 則    附 則 

１～29 （略） １～29 （略） 

（不動産取得税の徴収猶予の申請） （不動産取得税の徴収猶予の申請） 

30 法附則第11条の４第２項、第５項及び第７

項において準用する法第73条の25第１項の規

定により徴収猶予を受けようとする者は、   

                                          

       規則で定める申請書に当該徴

収猶予を受けようとする事由を証明する書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

30 法附則第11条の４第２項、第５項及び第７

項において準用する法第73条の25第１項の規

定により徴収猶予を受けようとする者は、第

25条の規定により不動産取得税に係る申告書

を提出する際に規則で定める申請書に当該徴

収猶予を受けようとする事由を証明する書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

31～33 （略） 31～33 （略） 

34 次に掲げる自動車に対する第56条第１項か

ら第３項までの規定の適用については、当該

自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回新規登録を受けた場合に

は令和３年度分の自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

34 次に掲げる自動車に対する第56条第１項か

ら第３項までの規定の適用については、当該

自動車が令和２年４月１日から令和３年３月

31日までの間に初回新規登録を受けた場合に

は令和３年度分の自動車税の種別割に限り、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排

出量が法第149条第１項第４号イ(１)(ⅰ)

に規定する平成30年ガソリン軽中量車基準

（次項第１号並びに附則第37項第４号及び

第38項第１号において「平成30年ガソリン

軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化

物の値の２分の１を超えないもの又は窒素

酸化物の排出量が同条第１項第４号イ

(１)(ⅱ)に規定する平成17年ガソリン軽中 

(4) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排 

出量が法第149条第１項第４号イ(１)(ⅰ)

に規定する平成30年ガソリン軽中量車基準

（次項第１号並びに附則第37項第４号及び

第38項第１号において「平成30年ガソリン

軽中量車基準」という。）に定める窒素酸化

物の値の２分の１を超えないもの又は窒素

酸化物の排出量が同条第１項第４号イ

(１)(ⅱ)に規定する平成17年ガソリン軽中 
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改    正 現    行 
 量車基準（次項第１号並びに附則第37項第

４号及び第38項第１号において「平成17年

ガソリン軽中量車基準」という。）に定める

窒素酸化物の値の４分の１を超えないもの

であつて、エネルギーの使用の合理化及び

非化石エネルギーへの転換等に関する法律

（昭和54年法律第49号）第151条第１号イに

規定するエネルギー消費効率（次号並びに

次項第１号及び第２号並びに附則第37項第

４号から第６号まで並びに第38項第１号か

ら第３号までにおいて「エネルギー消費効

率」という。）が法第149条第１項第４号イ

(３)に規定する令和２年度基準エネルギー

消費効率（次号並びに次項第１号及び第２

号並びに附則第37項第４号から第６号まで

並びに第38項第１号から第３号までにおい

て「令和２年度基準エネルギー消費効率」と

いう。）に100分の130を乗じて得た数値以上

のもので省令附則第５条の２第３項に規定

するもの 

量車基準（次項第１号並びに附則第37項第

４号及び第38項第１号において「平成17年

ガソリン軽中量車基準」という。）に定める

窒素酸化物の値の４分の１を超えないもの

であつて、エネルギーの使用の合理化等に

関する法律                 

（昭和54年法律第49号）第147条第１号イに

規定するエネルギー消費効率（次号並びに

次項第１号及び第２号並びに附則第37項第

４号から第６号まで並びに第38項第１号か

ら第３号までにおいて「エネルギー消費効

率」という。）が法第149条第１項第４号イ

(３)に規定する令和２年度基準エネルギー

消費効率（次号並びに次項第１号及び第２

号並びに附則第37項第４号から第６号まで

並びに第38項第１号から第３号までにおい

て「令和２年度基準エネルギー消費効率」と

いう。）に100分の130を乗じて得た数値以上

のもので省令附則第５条の２第３項に規定

するもの 

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略） 

35～46 （略） 35～46 （略） 

 
過疎地域における県税の課税の特例に関する条例（平成30年神奈川県条例第２号）新旧対照表 

＜附則第３項関係＞ 

改    正 現    行 
第１条～第４条 （略） 第１条～第４条 （略） 
（課税免除の届出） （課税免除の届出） 
第５条 前３条の規定の適用を受ける者は、次

の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める

期限までに、規則で定めるところにより、これ

らの規定の適用があるべき旨を知事に届け出

なければならない。 

第５条 前３条の規定の適用を受ける者は、次

の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める

期限までに、規則で定めるところにより、これ

らの規定の適用があるべき旨を知事に届け出

なければならない。 
(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

  (3) 不動産取得税 第３条の規定により不動

産取得税を課さないこととされる家屋又は

土地の取得をした日から10日以内 

  (3) 不動産取得税 第３条の規定により不動

産取得税を課さないこととされる家屋又は

土地の取得に係る神奈川県県税条例第25条

第１項に規定する申告書又は報告書の提出

期限 

(4) （略） (4) （略） 

第６条 （略） 第６条 （略） 
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